
「令和８年度 米軍基地形成史の学び推進事業委託業務」企画提案仕様書 

 

１ 委託業務の名称 

  令和８年度 米軍基地形成史の学び推進事業委託業務 

 

２ 委託業務期間 

委託契約締結の日から令和９年３月 31日まで 

 

３ 委託業務の目的 

戦後 80 年を経た今もなお、沖縄県には全国の約 70.3 パーセントの米軍専用施設が集中しており、

騒音、水質汚染等の環境問題、米軍関係の事件・事故は跡を絶たない。沖縄県内の学校現場における

平和教育は、沖縄戦を中心としたものとなっており、戦後、沖縄に基地が集中していく過程（以下「基

地形成史」という。）を学ぶ機会が不足しているのが現状である。当業務の実施により、県内・県外

の若者が、沖縄の基地負担の現状について考え、沖縄に基地が形成された歴史的背景、沖縄の基地負

担の現状について理解を深めること、また、沖縄県の基地負担軽減の必要性に対する国民の共感や賛

同の動きが増加し、在沖米軍基地の整理・縮小等に向けた動きに繋げることを目的とする。 

 

４ 委託業務の内容 

(1) 本業務の構成 

ア 本業務は下記の(ア)～(ウ)の３構成とし、これを全て実施する。 

(ア) 共同学習  

県外から修学旅行等により来県する高等学校の生徒（以下「参加校生」という。）を県内

高等学校の生徒（以下「受入校生」という。）とマッチングさせ、沖縄の戦後史（基地形

成史）学習や米軍基地及びその周辺等の現地視察等を両校の生徒共同で実施する。 

① 来県高等学校（以下「参加校」という。）の数は最大６校とし、そのうち少なくとも 1

校については沖縄県から候補校を提示するため、これをそのまま用いること。その他の

参加校及びマッチング相手となる県内高等学校（以下「受入校」という。）の選定につ

いては、沖縄県と協議のうえ決定する。 

② 参加校生及び受入校生の人数は、それぞれ最大６校ずつ最大計 12 校、120 名程度（１校

あたり 10名程度）とする。 

※転入・転出等による若干の増減や諸事情によりキャンセル等の変更はあり得る。また、

最終的な実施校数が６校に満たない場合であっても、事業の目的を達成できるよう県と

協議のうえ実施校数及び内容を決定するものとする。 

③ 参加校は、修学旅行等であらかじめ来県することが確定している学校とし、引率は原則

として、学校毎に少なくとも教諭１名とする。 

④ 学習方法の詳細については、沖縄県と協議のうえ決定する。 

⑤ 共同学習に先んじて、受入校に対しては１～３回程度、事前学習の時間を設定し、適宜

講師を派遣して講義等を行い、円滑な共同学習の実施に資するものとすること。 

(イ) シンポジウム（公開学習会） 

受入終了後に、基地形成史に関する議論等を行うシンポジウム（公開学習会）を１回開催



する。シンポジウム（公開学習会）においては、今回の共同学習で学んだことを前提に、

受入校生をファシリテーターとして参加させる。また、当該シンポジウム（公開学習会）

は受託事業者が企画・運営する。 

① 当該シンポジウム（公開学習会）は若者に基地問題について考えてもらう場として企画

することとし、10代～30代を主な参加者とする。 

② シンポジウム（公開学習会）は６校全ての受入が完了した後、令和８年 11月以降、令和

９年２月初旬までに開催するものとする。 

  ③シンポジウム（公開学習会）の詳細については沖縄県と協議のうえ決定する。 

(ウ) テレビ放送 

(ア)及び(イ)の様子を追ったドキュメンタリー動画を作成、戦後の基地形成史学習を通した

学生の成長過程を県内テレビ局にて番組を放送する。（放送時間：60 分程度） 

  ① 放送する番組は、本業務の受託事業者で企画制作を行い、テレビ局は放送のみを行うも

のとし、著作権は沖縄県に帰属するものとする。 

③ 番組の放送は令和９年３月 28日（日）21:00 までに完了させるものとする。 

④ 番組の構成については県と協議のうえ決定する。 

⑤ ドキュメンタリー動画については、テレビ放送後に基地対策課特設サイトにおいて令和

10 年３月末まで掲載する予定であることから、動画の継続使用に必要な費用（出演料等）

がある場合は、費用に含めること。 

(エ) 教材作成 

共同学習等で使用する教材の作成については、本事業３年目に予定している米軍基地形成

史をまとめた教材の基礎資料となるよう実施すること 

   （オ） （ア）①に記載している候補校（1校）は、広島県が実施する事業（グローバル未来塾 in 

ひろしま）への参加を予定している。 

本事業の効果を高めるため、受入校の学生を広島県に派遣し、同事業との連携が必要であ 

ることから、県内高校生、引率教員の選定及び交通費を費用に含めること。 

 

※米軍基地形成史をまとめた教材イメージ（案） 

< 時系列 > 戦中から現在（2027 年）まで、時系列で本土と沖縄の米軍基地の割合の推移

が分かるように整理する。 

< 基地別 > 13 箇所（下線：旧軍使用基地） 

１年目 嘉手納飛行場（1943 空軍）、普天間飛行場（1945 海兵隊）、キャンプシュワブ（1956

海兵隊）、キャンプコートニー（1945 海兵隊）、那覇港湾施設/浦添移設予定地 

２年目 牧港補給地区（1945 海兵隊）、北部訓練場（1957 海兵隊）、ホワイト・ビーチ地区（1941

海軍）、キャンプ桑江（1945 一部旧軍 海兵隊）、トリイ通信施設（1945 陸軍） 

３年目 、伊江島補助飛行場（年月日不明 旧軍）、キャンプ瑞慶覧（1945 海兵隊）、キャンプ

ハンセン（1945 海兵隊） 

< 米軍基地をグループ分け> 

【旧日本軍の飛行場を米軍が整備・拡張した基地】 

【戦中、戦後直後にできた基地】1945 年 9月～1952 年 4 月 

【戦後しばらくして出来た基地】1952 年 5月～1972 年 5 月 



 

 

(2) 本業務への参加校と受入校の参加に係る全行程の企画及び実施 

（引率者の事前現地調査、参加校及び受入校との調整及びオリエンテーション等を含む。） 

・参加校生と受入校生が基地形成史への認識を深めることができるよう、歴史背景を踏まえた具

体的な学習内容や行程を十分に検討すること。 

・参加校生の来県に係る旅費及び宿泊に関しては当事業では負担しない。ただし、来県後に共同

学習の場へ移動する際に要する旅費は除く。 

・行程中、米軍基地及びその周辺等の現地視察の機会を設けること。また、荒天時の代替プログ

ラムを想定しておくこと。 

・両校の業務負担に配慮し、参加校及び受入校確定後は、速やかに年間スケジュールを策定し、

両校と共有する等、効率的かつ効果的な企画及び実施を図ること。 

(3) 事業参加に伴うスケジュール管理・役割分担 

・確認事項や手配状況等について、通知期限を定め、遅滞なく両校と共有すること。 

・用務の円滑な実施のため、関係者の役割分担を明確にしておくこと。また、参加校が来県して

いる期間中は、行程に沿った役割分担に配慮すること。 

(4) 危機管理体制の構築及び個人情報保護対策 

・災害発生等の緊急時や共同学習等実施中の事故に備え、緊急連絡先リスト及び安全対策マニュ

アル等の作成、事故時の補償に資する適切な保険への加入等、関係法令に適合する危機管理体

制を構築すること。また、個人情報保護に関する取扱い方法を定め、適切に管理すること 

(5) 効果検証 

   ・参加校生を対象に、基地形成史に係る認知度向上に関するアンケートを実施するとともに、課

題を抽出し、改善に向けた分析を行うこと。 

・受入校生を対象に、基地形成史に係る認知度向上に関するアンケートやヒアリングを実施し、

更なる認知度の向上に繋がる具体的な取組を検討すること。 

(6) 成果品の提出 

ア 提出物 

・業務報告書 詳細版 30 部及び電子データ（ＣＤ－ＲＯＭ） 

・業務報告書 概要版（公開用）電子データ（ＣＤ－ＲＯＭ） 

イ 提出期限：令和９年３月 31 日（水）（期限厳守） 

 

ウ 提出場所 

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１－２－２ 

沖縄県知事公室基地対策課（６階） 電話：098-866-2460 

(7) 不測の事態により委託業務の実施が不可能となった場合の措置 

県又は受託者いずれの責にも帰すことのできない事由により委託業務の実施が不可能となっ

た場合は、本仕様を協議して変更するものとする。  

 

５ 著作権等 

成果品の著作権及び所有権は、沖縄県に帰属する。ただし、本業務の委託に当たり、第三者の著作



権等その他の権利に抵触するものについては、受託者の責任と費用をもって処理する。 

 

６ 業務の再委託の制限 

⑴ 再委託の範囲 

 契約の一部を第三者に委託し、又は請け負わせること（以下「再委託等」という。）については、

県と協議の上、再委託が必要と認められる業務に限り、県の事前の承認を受けた上でできるものと

する。 

⑵ 簡易な業務の再委託 

  前項に関わらず、複写・印刷・製本、原稿データの入力及び集計等の簡易な業務については事前

の承認を経ずに再委託を行うことができる。 

⑶ 一括再委託の禁止 

委託業務の契約金額の２分の１を超える業務、委託業務に関わる統括的かつ根本的な業務に関す

る再委託は禁止する。 

⑷ 再委託の相手方の制限 

 再委託の相手方は、本業務の公募に参加していた者、指名停止措置を受けている者、暴力団又は

暴力団と密接な関係を有する者を選定することはできない。 

 

７ その他 

(1) 本仕様書に明記されていない事項で、業務の実施にあたり、必要となる事項については、当課 

及び受託者で協議の上、決定する。 

(2) 本仕様書記載の業務内容については変更することがある。 

(3) 事業実施にあたっては、労働基準法、個人情報保護法等の法令を遵守すること。 


